
 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

               
 

だれが登録できるの？ 

  精華町に在住で 

   ○母子手帳の交付を受けた妊婦 

   ○在宅で子育てをする保護者（対象児：3歳に達する日以後最初の 3月 31日までの子ども） 

登録できる保育所は？ 

     ほ う そ の 保 育 所  （精華町大字祝園） 

     こ ま だ 保 育 所  （精華町大字下狛） 

     い け た に 保 育 所  （精華町桜が丘） 

     ひ か り だ い 保 育 所  （精華町光台） 

     せ い か だ い 保 育 所  （精華町精華台） 

  ※ほうその保育所、こまだ保育所については、一時預かり事業は利用できません。 

  ※登録できるのは、一人一つの保育所のみとなります。 

登録の方法は？ 

  『精華町マイ保育所サポート事業登録申請書』に必要事項を記入の上、登録を希望する 

  保育所に提出してください。『精華町マイ保育所サポート事業登録証』を発行します。 

  ※ 登録申請書は、町内保育所や役場子育て支援課に設置しています。 

    また、精華町のホームページからもプリントアウトができます。 

予約方法は？《一時預かり事業》 

  利用希望日の 3日前までに必ず予約してください。（事前予約必要！）       

  ※ 保育所行事などと重なる場合は、予約をお受けできない場合があります。 

子育て相談・育児教室（無料） 

「オムツ替え」や「授乳」「関わり 

方」など、子育て相談や育児教室 

を利用できます。 

一時預かり事業（2回まで無料） 

リフレッシュしたい時や用事がある時など、一時預

かり事業を利用できます。 

◎利用日時：毎月２・４土曜日 

午前 8時３０分から午後0時 30分まで、 

       正午から午後４時まで   

      （変更の場合あり） 

◎利 用 料：無料 

◎利用回数：年度 2回まで（但し、1回４時間まで） 

 



 

予約人数は？《一時預かり事業》 

  １日あたり３～5名程度とします。 

  ※ お預かりする歳児（子どもの年齢）によって受付人数に変動が生じます。 

 

＊＊マイ保育所サポート事業をご存知ですか？＊＊ 

○マ イ保育所サポート事業って・・・・？ 

 妊婦さんから母親等が身近な保育所に登録することで、出産時から子どもが 3歳になるま  

 での特に不安の多いこの時期に、保育所において継続的に各種支援（育児相談・一時預か 

 りなどのサービス）を受けることができます。 

 

○た とえば・・・・・・こんないいことがあります。 

 ＊出産前から育児見学や相談等をすることで、育児に対する不安感の軽減につながります。 

 ＊育児に疲れた時などは、3歳の誕生日以後最初の 3月 31日までの間、一時預かりサー 

  ビス（第２、４土曜日の午前８時３０分から午後０時３０分、正午から午後４時）が年 

度内２回まで無料で利用できます。ただし、一時預りサービスを利用できる子どもは、 

申し込み時点で、満６ヶ月以上の子どもさんとなります。 

 ＊身近に育児相談の相手がいることで安心感が生まれます。 

 

 

 
 

子育てに迷ったら、悩んだら、困ったら 

「マイ保育所」へ！ 
 ＜お問い合わせ＞ 

   精華町立 

    ほ う そ の 保 育 所  ＴＥＬ ９４－３５３０ ＦＡＸ ９４－３8１２ 

    こ ま だ 保 育 所  ＴＥＬ ９４－３４００ ＦＡＸ ９４－３７８０ 

    い け た に 保 育 所  ＴＥＬ ７２－３５３０ ＦＡＸ ７２－３７４４ 

    ひかりだい保育所  ＴＥＬ ９５－３６５１ ＦＡＸ ９５－３６５２ 

    せいかだい保育所  ＴＥＬ ９８－３８６６ ＦＡＸ ９８－３８５５ 

    精華町健康福祉環境部 

        子育て支援課  ＴＥＬ ９５－１９１７ ＦＡＸ ９５－３９７４ 
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